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第３回 厚生労働省のＥＢＰＭ推進に係る有識者検

証会議事概要 

 

 

日時 2023 年 2月 9 日（木）15:00～17:00 

場所 オンライン会議 

出席者 委員 田中 隆一 東京大学 社会科学研究所 教授（座長） 

野口 晴子 早稲田大学 政治経済学術院 教授（座長代理） 

伊藤 伸介 中央大学 経済学部 教授 

高久 玲音 一橋大学 経済学部 准教授 

厚生労働省 中井 雅之 労働経済特別研究官 

石塚 哲朗 参事官（政策立案・評価担当参事官室室長） 

飯島 俊哉 政策立案・評価推進官 

井戸本 賢 政策立案・評価担当参事官室室長補佐 

川田 貴史 統計利活用専門官 

事務局 

デロイト トー

マツ コンサル

ティング合同

会社 

永元 隆雄 シニアマネジャー 

永田 博孝 シニアコンサルタント 

志波 大輝 コンサルタント 

森田 哲朗 コンサルタント 

 

議事 

１ ＥＢＰＭ実践の取組状況の検証 

２ 検証結果取りまとめ（案） 

３ その他 

議事概要 

１ ＥＢＰＭ実践の取組状況の検証 

（１）令和４年度効果検証対象事業の選定 

事務局から令和４年度効果検証対象事業の選定についての説明を行い、質疑応答が行

われた。主な発言は以下のとおり。 
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 就労体験・訓練先の開拓・マッチング事業については、実行可能性の観点から困

難としているが、そのように判断した理由を教えていただきたい。 

→事務局コメントで提案したエビデンスレベルの高い検証について、担当課室へ

ヒアリングして実行可能性を確認した。具体的には差の差分析のようなエビデン

スレベルの高い検証が実施できるかどうかをヒアリングしたが、担当課室からは

現実的に実施できるのは全国平均との比較であり、事務局コメントで提案があっ

た分析は困難であるという回答があった。そのため、実行可能性の観点から困難

としている。 

→実行可能性の部分では、検証を行うに当たり、取得可能なデータでできること

に加え、将来的に利用可能なデータの確認が必要と思われる。対照群の事前・事

後データは取得可能としているが、実際には取得困難に近いイメージなのか。 

→データの取得自体は不可能とまでは言えないが、事業を実施する部局内で検討

した結果、効果検証を実施することは難しいという回答があった。 

→担当課室からは、生活困窮者自立支援システムの中で、モデル事業とモデル事

業以外の自治体の両方のデータを取得できると聞いている。一方で、モデル事業

の実施自治体と同質の自治体を対照群に設定して分析することが難しく、差の差

分析等のエビデンスレベルの高い分析は難しいという回答があったことから、実

行可能性の観点から困難としている。 

→承知した。選定方針について異論はない。 

 就労体験・訓練先の開拓・マッチング事業については、分析を実施するための人

員やスキル等の理由で差の差分析等が困難ということか。 

→分析を実施する人員やスキル等の問題というよりも、事業の性質上、モデル事

業の実施自治体と同質の自治体を対照群に設定することが難しいと認識してい

る。 

→既存のシステムからモデル事業と類似した自治体のデータを抽出し、対照群を

設定することが難しいという認識か。 

→ご認識のとおりである。 

 モデル事業の実施自治体の選定方法は、手上げ方式か、あるいはランダムで選定

されているのか。 

→モデル事業の選定方法については情報がなく、明確な回答はできないが、おそ

らく手上げ方式が採用されていると想定され、ランダムによる選定ではないもの

と考えられる。 
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→モデル事業の選定方法については、ランダムではないと認識した。今後事業を

自治体に依頼する機会があれば、対照群のデータを取得する方法について検討す

る必要がある。 

 効果検証対象事業の候補である困難な問題を抱える女性支援推進事業及び特定健

康診査・保健指導に必要な経費については、具体的に対照群をどのように設定す

るのか。 

→困難な問題を抱える女性支援推進事業については、検証するアウトカムとして

婦人相談員数や婦人相談員による相談対応件数等の指標を想定しており、モデル

事業に選定されている自治体と選定されていない自治体を区別することで比較す

る。特定健康診査・保健指導に必要な経費については、受診勧奨を実施している

保険者と実施していない保険者をそれぞれ処置群と対照群として、特定健康診査

や保健指導の実施率の違いを比較する。担当課室には、保険者を対象に受診勧奨

を実施しているかの調査を検討いただいている。 

→コロナ禍で虐待やＤＶ等で女性が厳しい立場に追い込まれており、また、相談

員の待遇が悪く、相談員の数が増えないという議論がある。当然のことではある

が、効果検証に当たっては、自治体の属性や財政状況などを踏まえて進めていた

だきたい。 

 モデル事業の選定がランダムではないことから、処置群と対照群の間で、介入前

のトレンドが同じかどうかを確認する必要がある。また、介入前のデータをどれ

くらい取得できるかどうかの情報も実行可能性の重要な判断材料となるため、ど

れくらいの期間の介入前のデータを取得できるかを含めて、実行可能性を検討す

る必要がある。データはどれくらい前の期間から取得可能か。 

→介入前のデータは複数年分あるが、どれくらい前からトレンドを把握できるか

どうかについては把握できていない。ご指摘のとおり、介入前のトレンドの重要

性も理解したうえで検討を進めたい。 

→介入前のデータ、介入後のデータともに、既存調査や行政記録情報を活用する

場合はある程度長い期間のデータを取得できると思われるが、今回の効果検証に

おいて活用可能なデータは既存調査や行政記録情報と理解して良いか。 

→いずれも既存調査の中で、複数年分のデータを活用する想定である。 

→その想定であれば問題はない。 

 例えば、保険者の協力が得られずデータを取得できなかった場合の対応方針等は

あるのか。 

→期待する効果検証が実施できない可能性も想定して、エビデンスレベルの高い
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リサーチデザインに加えて、それが難しい場合のリサーチデザインもセットで検

討する予定である。 

 令和４年度効果検証対象事業の選定について、困難な問題を抱える女性支援推進

事業及び特定健康診査・保健指導に必要な経費とするが、特に異議等はないか。 

→異議なし。 

 

（２）過年度のＥＢＰＭ実践事業の効果検証の概要 

引き続き、事務局から過年度のＥＢＰＭ実践事業である第３期がん対策推進基本計画

及び障害福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業の効果検証結果の概要についての説明を行

い、質疑応答が行われた。主な発言は以下のとおり。 

 

 障害福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業の前後比較について、対照群の事前データ

の取得が困難ということか、あるいは事後データも取得が困難であるために差の

差分析が実施できなかったのか。 

→事前・事後いずれも対照群のデータを取得することが困難である。年間業務時

間や年間作成文書量等のデータを処置群以外から取得することは現実的には難し

く、処置群のデータを中心に分析している。 

→今回の分析では、本事業に付随して取得されるデータを使用しており、政府統

計や行政記録情報を使用しているわけではないと理解した。 

→ご認識のとおりである。 

 

 今回の分析結果は一般に公表されるのか。効果検証対象事業の選定基準において

は、費用対効果の観点から、教科書的な事例である点が含まれている。教科書的

な検証であれば、一般の方に対しても公表することが望ましいのではないかと考

える。 

→今回の有識者検証会資料のうち、分析結果を記載している資料２については、

厚生労働省ホームページで公表するが、これとは別に、改めて今回の分析結果を

公表することは想定していない。 

→ＥＢＰＭの取組は一般の方でも関心があると思われる。公表することによっ

て、厚生労働省がＥＢＰＭの考え方をどのような観点で政策に取り入れようとし

ているかが一般の方にも伝わりやすくなることが期待できる。また、分析結果そ

のものが一般の方に対する教科書的な事例になることについても、良い影響を与

えると思われる。 
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→効果検証については、政策の中で担当部局と調整しながら進めており、試行錯

誤の部分もある。一方で、厚生労働省におけるＥＢＰＭの推進に積極的に取り組

んでいることについて、公表して認知していただくことも必要と考えている。段

階的になると思うが、ご指摘のような問題意識をもって取組を進めたい。 

 がん検診に対して、どのように受診勧奨するのが効果的かについて、コモントレ

ンドの検討が難しいと思われる。胃がん検診に対する電話の実施はトレンドを保

つことができているが、肺がん検診に対する個別訪問の実施はトレンドが少し乱

れている。分析結果について、各がん検診に対して各施策がなぜ有意になったの

か、又は有意にならなかったのか、担当課室からコメントはあったか。 

→今回の分析結果は担当課室も高い関心を示しており、ＥＢＰＭの取組を理解い

ただけた。一方で、なぜこのような結果になったのかという要因分析までは十分

にできていないという現状である。 

→今回の分析結果が、政策や現場と直感的に整合するのか。また、今後、有効な

結果について現場で実装する可能性はあるのか。 

→今回の分析結果については、タイトなスケジュールで集計し、担当課室に示し

たばかりなので、回答を持ち合わせていない。 

 がん検診の分析については、コモントレンドが満たされていないケースがある。

総務省が類似の自治体区分を公表しており、それを活用して類似の自治体を選択

することによって、システマティックに分析が実施できるのではないか。来年度

以降の効果検証に当たっては、類似自治体をよりシステマティックに対照群とし

て選択することを慣習化しても良いと思われる。 

→承知した。今後の効果検証にて考慮したい。 

 「統計学的に有意」という言葉について、「統計的に有意」という表現の方が適

切ではないか。また最近ではＰ値を重視しない傾向にある。 

→承知した。ご指摘の点を考慮したい。 

 障害福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業の分析結果について、組合せダミー変数は

係数となるのか。また、それぞれの数値はどのように解釈すれば良いのか。数値

がマイナスを示しても係数が非常に小さいため、結果に影響がないように見え

る。 

→組合せダミー変数の係数となり、変数は標準化して計算している。係数は組合

せダミー変数間の大きさの比較を見ており、結果への影響度合いを示すものでは

ない。 
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→係数の説明については、資料に追記していただけると良い。 

→承知した。標準化した変数を使用した係数である旨を追記する。 

 

２ 検証結果取りまとめ（案） 

事務局から厚生労働省のＥＢＰＭに係る有識者検証会の検証結果取りまとめ案につい

ての説明を行い、質疑応答が行われた。主な発言は以下のとおり。 

 

 これまでの議論を取りまとめており、内容について異論等はない。 

 原案を承認する。 

 

３ その他 

全体を通しての質疑応答等が行われた。主な発言は以下のとおり。 

 

 厚生労働省を中心に、ビッグデータや行政記録情報が集約されつつあり、研究者

としても良いデータリソースとなると思う。一方で、自治体が独自で実施してい

る厚生労働省の関連政策について、財政状況等も含めて情報収集が必要になる。

そこで、厚生労働省の行政記録情報と自治体が保有する施策に関するデータを突

合し、更に自治体ごとのばらつきのある施策情報をパネルデータとして収集でき

れば、よりＥＢＰＭの推進に寄与できる。 

→只今の発言は、医療や保育の分野であるが、学校教育の政策データベースに関

して同様の意見を持っている。自治体によってかなり特徴が出るため、中央省庁

としてどのような施策を実装するかを検討する際にシステマティックにデータを

収集できると良い。文部科学省では教育委員会の現状に関する調査を毎年実施し

ており、教育委員会で実施している施策を収集しており、こうしたデータを収集

することによって、ＥＢＰＭの推進の観点から有益な情報になる。 

 2019 年に 424 の公的病院が名指しで再編を迫られており、検証しても良いテーマ

ではないかと考えている。一方で、検証しようとするとデータの制約があり、医

療機関のＩＤが統計ごとに異なる。全ての医療機関で共通のＩＤがあれば、様々

な研究やＥＢＰＭ研究が進むと思われる。今後、外来医療機能報告やかかりつけ

機能医療報告などのデータが、全ての医療機関の共通のＩＤで紐付けられるよう

な環境を整備していただきたい。 

→ご指摘の点は課題として受け止めたい。 
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 行政記録情報等の管理方法がそれぞれの部局で異なっているのであれば、中長期

的に統一して管理する方向性を検討する必要がある。例えば、医療健康データと

人口動態統計の死亡データは共通のＩＤによって突合されないように、データの

管理がなされていることが考えられる。このような共通ＩＤの整備を病院や患者

単位のデータにおいても進めていく必要があるのではないか。 

 今回の有識者検証会とは論点が異なると思うが、令和３年個人情報保護法の改正

において、行政機関が保有する行政記録情報も含まれることになったと認識して

いる。行政記録情報をどのように管理し、研究者を対象にした二次利用をどうい

った形で進めていくかという課題があることから、法制度を踏まえつつデータ提

供ができるような仕組みづくりを整備することが望ましい。 

→共通ＩＤの整備や個人情報保護法に則したデータ提供等はＥＢＰＭ推進の基本

となるため、様々な困難があるがデータインフラの整備を引き続き進めていただ

きたい。 

 今年度の有識者検証会では、過年度のＥＢＰＭ実践事業の効果検証についても議

論したが、有識者から分析に関する詳細かつ重要な提案をいただくことができ

た。厚生労働省の現場や委託業者だけだと、リサーチデザインを実施するうえ

で、リソース面も含めて難しい側面もある一方で、がん検診のように固定効果を

含めた差の差分析によって高いエビデンスレベルの成果物を残すことができた。

また、リサーチデザインで対照群を設定できるものと設定できないものがあった

が、リサーチデザインの中で対照群を設定することの重要性を再確認できた。差

の差分析の次には、ランダム化比較実験（ＲＣＴ）も試してみる段階に来ている

のではないか。学者を巻き込むことが、リソースを増やすという観点やより良い

分析を行う観点でも重要である。そのうえで、二次利用制度や個人情報保護法に

則したデータ提供についても検討を進めていただきたい。 
以上 


